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下水道の維持管理・更新におけるウォーターＰＰＰ導入推進に係る丁寧

な対応を求める意見書について  

 

上記の発議案を別紙のとおり地方自治法第９９条及び会議規則第１４条第１

項の規定により提出します。  
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八千代市議会議長 末 永   隆  様  
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提案理由  

国に対し、下水道の維持管理・更新におけるウォーターＰＰＰ導入推進に係

る丁寧な対応を強く求める。  

これが、本案を提出する理由である。  



下水道の維持管理・更新におけるウォーターＰＰＰ導入推進に係  

る丁寧な対応を求める意見書  

 

公共インフラの適切な維持管理や更新は、地域住民の日常生活の安全と安心

のために大変重要な課題である。地方公共団体が整備や維持管理を行ってきた

下水道は、１９９０年代に建設されたものが多く、下水道管の耐用年数をおよ

そ３５年と仮定すると、２０２５年頃から大量に更新時期を迎えることが予想

される。  

地方公共団体の下水道事業においては、この施設の老朽化に加え、人口減少

による使用料収入の大幅な減少、職員数の減少による管理・運営状況の悪化に

対し、広域化やＤＸを始めとする効果的・効率的な取組が求められている。  

政府は、更新時期を迎える公共インフラの適切な維持管理や更新のため、Ｐ

ＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン（令和５年改定版）を策定し、公共施設等

運営事業へ移行する方針を示した。下水道においては、公共施設等運営事業に

段階的に移行するための官民連携方式として、長期契約で管理と更新を一体的

にマネジメントする方式を新設し、公共施設等運営事業と併せて「ウォーター

ＰＰＰ」として導入拡大を図ることとした。  

さらに、政府は、社会資本整備総合交付金の交付要件について、「汚水管の

改築に係る国費支援に関して、緊急輸送道路等の下に埋設されている汚水管の

耐震化を除き、ウォーターＰＰＰ導入を決定済みであることを令和９年度以降

に要件化する」としている。  

下水道事業におけるＰＰＰ／ＰＦＩの導入は、政令指定都市を始めとした人

口２０万人以上の大規模な地方公共団体では進んでいるが、中小規模の地方公

共団体では進んでいないのが現実である。その原因として、ＰＰＰ／ＰＦＩ手

法は仕組みが複雑で、検討事項が多岐にわたるにもかかわらず、中小規模の地

方公共団体にはノウハウがないことや、施設等の規模が小さいため、事業規模

が大きくなりにくいこと等が挙げられる。  

よって、本市議会は国に対し、地方公共団体が民間企業との連携の下で安定

的かつ持続的に下水道施設を機能させることができるよう、ウォーターＰＰＰ

の導入推進に当たっては、下記の事項について特段の措置を講ずるよう強く求



めるものである。  

記  

１ 社会資本整備総合交付金の交付において、「汚水管の改築に係る国費支援

に関して、緊急輸送道路等の下に埋設されている汚水管の耐震化を除き、ウ

ォーターＰＰＰ導入を決定済みであることを令和９年度以降に要件化する」

との政府の方針について、地方公共団体の取組状況に応じた弾力的な対応を

検討すること。  

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

令和６年６月２８日  

 

八  千  代  市  議  会    

 

提出先  

国 土 交 通 大 臣  様  

内閣府特命担当大臣（地方創生）  様  

 


